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 コロナウイルス感染症拡大防止のため，今月末までの休業延長となりました。早く日常の

学校生活に戻り，子供たちの元気な声が響き渡ることを切に願いつつ，緊急事態宣言の折り，

コロナウイルス感染症拡大防止に努めていきましょう。 

お子様も長い休業により御家庭での生活リズムができてしまったことと思います。お子様

の体調管理や規則正しい生活習慣等に御留意いただけますようよろしくお願いいたします。 

令和２年度緑が丘小学校の学校経営については次の通りです。 

 

 

 緑が丘小学校は，児童４４2 人，職員３２人でスタートしました。   

創立５１年という歴史の中で築かれた校風を継承しつつ，未来の社会を担える人材の育成

を目指し，全教職員一丸となって子供たちの個性を伸ばし，生かす教育に努めてまいります。 

◇ 基本目標 

   実践を通して，自ら学び続ける力を身につけながら，心豊かにたくましく生き

ていく児童の育成 

合言葉 「みどりの子 明るく やさしく 根気よく」 

教育目標 自分をつくり自立する子（生きる力） 

      ・ 友達をつくり力を合わせる子（社会性） 

      ・ 豊かな心をつくる子（感受性・主体性） 

      ・ 丈夫な体をつくる子（意欲・気力・体力） 

      ・ 確かな考えをつくる子（課題解決力） 

◇ 学校づくりの方針 

 教育目標の具現化に向け，次の３つを方針として取り組みます。 

夢や目標に向かって意欲的に学ぶ活気あふれる学校 

教職員がそれぞれの専門性を発揮し,実践する学校信頼される教職員 

家庭や地域とのつながりを大切にし，保護者や地域住民から信頼される学校 

 ※ 学校，家庭，地域の皆様とつながりを通して同一歩調で進めていきたいと思います

ので，御協力をお願いいたします。 

◇ 本年度の重点 

 昨年度の学校評価などの結果から，次の３つを主な重点として取り組みます。 

地域とともにある学校づくり 

 地域の豊かな教育力を生かし，学校で大人と子供が共に学び，未来の担い手を育てます。 

規範意識，思いやりの育成 生活習慣の向上 

 規則やマナーなどを意識し，相手を考えて自分の判断で行動できるよう指導します。 

いじめ根絶に向けた一体的な取組の充実 

 自他を認め合い，共によりよく生きる集団づくりを進め，いじめの未然防止に努めます。 
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◇ 授業再開の安全面の確保について 

◎ 学校生活を安全に安心して過ごせるようにするために，今まで以上にみんなで協力し，

３密【密集・密閉・密着】に気をつけて生活することをしっかり意識させる。 

※【   】の部分につきましては，御家庭でもお話をしていただけますようお願いいたします。 

 

※ 図書室使用時は，マスクを着用し，距離の保持を指導（複数で一冊の本を読まない等）
し，各自手洗い後，図書室の前で消毒して入室する。 

※ 全校や学年で集合する集会は当面実施しない。必要に応じてテレビ放映。 
※ 新型コロナウイルスの名称を使ったヘイト的な言動は，厳に慎むよう指導する。 

※ 必要箇所を教職員が消毒を行う。 

※ 【登下校時にも可能な限りマスクを着用し，間隔をあけて登校するようする。】 

時 間 帯 教     職      員 

朝 
・健康観察の徹底，健康チェック表の確認 
【体温の測定を「朝の体温チェックカード」に記載し，毎朝提出してください】 

・【手洗い，咳エチケットの指導徹底】・換気の徹底  ・「朝の歌」中止 

 
 
 
授業中 

【各教科】グループ活動は控える，特別教室の使用は必要最小限で   
【音楽】歌う時はマスクをして，十分な距離をとる 

⇒当面の間，歌唱指導や体の接触を伴う活動は行わない(変更) 
【体育】間隔を広くして整列，個人活動を多くする（マスクなし可） 

体育館の窓等開放（雨天時以外はできるだけ校庭での授業） 
【家庭】調理実習は当面実施しない 
【外国語】全体でのやりとり活動にする 
・パソコン室の利用は当面中止 

 
休み時間 

・距離を保持することの意識付け 
※学級活動で児童とともに生活の仕方のルールを設定し，意識化を図る 
 【御家庭でも「３密」にならないよう気をつけることを御指導ください】 
・チャイム着席の徹底 

給食 
 

・前向き給食 
・手洗いの徹底 児童の手の消毒   
・衛生検査の徹底 
・並ぶ時の距離の保持 
・おたま，トング等の使いまわしをさせない（当番の固定） 
・自由なおかわり，戻しはさせない   

昼休み 
(水曜日のロ
ング昼休み) 

・元気な児童を外に出す。 
（遊具の使用制限はしないが，鼻や口に触れないような意識付けを） 

・【雨天時】原則，担任が在室  
～カードゲーム等はしない，図書室可，過ごし方のルールの話合い  

清掃 
・縦割り班清掃は当面実施しない。 
・役割分担等，細かいローテーションをせず，同じ用具を担当させる 

下校時 
・下学年は昇降口前での集合の際，距離を保持させ，速やかに帰す 
・上学年は教室であいさつした後，外で班がそろった順に下校させる 

 

 運動会・・例年５月に実施していましたが，今年度は，１０月２１日(水)に簡易の運動

会を計画しています。昼食は学級で給食を食べます。詳細につきましては，

今後の様子を把握し検討します。 

 外部団体と連携した活動(読み聞かせ，お話会など)・・夏休みまでは，実施を見合わせ，

それ以降につきましては７月末に判断させていただきます。ただし，教育

委員会主催の活動は，市と相談して進めますので御了承ください。 

 水泳指導・・市教委の指導のもと実施いたします。心肺蘇生法研修会は，6 月 15 日（月）

となります。詳細につきましては，消防署と相談し，後日連絡いたします。 

 下校指導・・・「３密」を避けるため，夏休み前まで，毎週水曜日の一斉下校は行わず，

学年下校といたします。（それ以降は７月末に判断いたします。） 

お 知 ら せ 


